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企 業 利 盆 の 測 定 に つ い て

石 河 英 夫

1

利益 の測 定 は会計 原 則 を樹 立 す るに あ たつ て最 も大 きな影 響 力 を もち 、 これ

が 会 計 学 の 根 本 的 な思 考 に本 源 的 な関連 を もつ こ とは 最 近 明 らか に なつ て き

て い る。 利益 は企 業経 営 の主 要 目標 で あ り、 そ の測 定 は会 計 学 の中 枢 的 な機 能

を果 す 。IrvingFisherも 曽つ て利 益概 念 こそ経 済科学 に おけ る最 大 の基 本 的

概 念 で あ ると述べ た程 で あ る。 しか し、 利益 概 念 を完全 に しか も何 人 に も満 足

せ しめ得 るよ ラ規 定す る ことは不 可能 で あ る。

ア メ リカのAIAの 企業 利益 研 究 グ ル ー プ の報 告書 は、 企業 利益 概 念 の性 格

につ い て次 の如 く述 べ て い る。

「利益 と1、・うもの は単 に定義 に よつて のみ存 在 す るとい う事 実 、 ま た一 般 的

に利 益 とい う言葉 は 本 質 的 に異 なつ た意 味 合 い に用 い られ てい るとい う事 実 、

ま た或特 定期 間 の 『利益 』 は そ れ を決 定 す ると ころ の 目的若 し くは 実 体 に よつ

て当 然変 化 す る もので あ る とい う事実 、 そ うい う事 実 が こ の 言 葉 を用 い る場

合 、 そ の使 用 の 目的 とか観 点 等 につ いて そ の条 件 また は説 明 を 明 白 に 附 す る

こ と を 好 ま し くす るので あ る。 」(Repor七 〇fStudy(}rouponBusin6ss

Ineome:ChangingConceptsofBusinessIncome,p.15--16)

会 計 士 は 時 に株主 或 は租税 の 目的 の た め に異 つ た利益 を測 定 し、 ま た これ ら

二 つ の 目的 の ため に異 つ た 記録 を保 持す るとい わ れ てい る。 か か る実 務 は真 実

に非 ぎ る意 図 の証 左 と推 測 す る者 もあ るが 、 しか し この ことは或 場 合 に あつ て

は 利益 は畢 つ た 目的 の た め に 異 つ た定義 を与 え うる もので あ るとい う意 味 で ・

よ り一 層 の真 実 性が 存 す るので あ る。目標 が異 つ て い る場 合 、 そ れ に適 つ た(異

つた)処 理が 真実 な もの として経験的 に与 えられ ることが ～ちる。 会計は 目的に
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対す る手段で あ り、 またその指 向目的達成 にふ さわ しい方 法で行 われなければ

な らない。 この事実 はいかな る時に も認識 されてい るわけではないが、 会計上

の 多 くの相違 の根底 に横 たわつてい るので あ る。

2

測定の結果 としての利益が実現 された利益で あ るとい う前提は、 会計学上 非

常 に大 きな意味が あ る。 それは取 引上 の経験 の結果 と して企業財 産 とな る利益

で あ る。未実現利益 に対 して会計上測定 され た利益 は、 成就 され た企業体験 に

基づ く事 業活動利益で あ る。産出 された製品または用役 は、 一般 には本来記帖

され る以前 に処 分 されてい なけれ ばな らない。 製品 または用役 の生産 のために

と られた何 らか の手段 は、 将来 利益 を獲得す るとい う点で 企業 をよ り良 き状態

に置 くもの と認 め られ るが、 しか し、企業 は継続 的な性質 を前提 としてい るか

ら、 生産 の段 階で は利益が生 じた ものとは認 め られ ない。それ故 、発生 した費

用 は別 として、 販売行為 と異つて生産行為は市場価 値の騰貴 と同視 してい るの

で あ る。いずれの状態 も、 販売取引が一定の形 をとるまで はそれが記入を妥当

な もの としないので あ る。 一般 に利益測定の この方法を発生主義 と称 してい る

が 、発生 とい う前提 を文字通 り厳 格に適 用すれば、 生産段階で収益が認識 され

ることとな り、 この名称 は誤つ てい ることにな る。'

収益認識 の基準 として、実現 の標識 を認 めてい るのは、企業の経験 によ る冒険

(venture)の 概念 に根拠 を置 いて い る。また企業単位 は所有者 をして分配 可能

な利益(breadandwine)の 獲得 に役立た しめ る目的で組織 されてい るとみて

も差支 えないで あろ う。 この利益 は冒険生産物(ventureproducい の処分 の

と きに受 けとつ た費用の超過額 か ら獲得 され得 るので ある。 冒険取引の決了 と

共 に、獲得 され た増大価値 を分配可能 な ものとみ るので あ る。 それ故、実現利

益 は分配可能 な利益 とし、 またそれは生 計のための財源で もある。 決 了 しない

冒険事業の過程 では、 ただ未実現利益 に寄与す るに過 ぎない。 す なわち、生計

の資 と して そ れ が 得 られ るとい うことについては、 将来において確実で あ る

とい うに過 ぎな く、 また潜在的 な利益 が十分 に処分 可能 な もの とな るまでは、

冒険事業 の取 引循環 の決了 を待つ ことで ある。 厳密 にいえぱ、斯 る生計費的 な
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観点 に立脚す る利益概 念には、現金回収 とい う意味が含まれてい る。 とい うの

は冒険 取 引が完全 に終了 されず、 またその利益 は現金 として回収 きれ るまで は

結局、分配可能 な ものではないか らで ある。 それで、販売取引を もつて利益 を

認識 す ることは、利益の分配可能性 とい う概 念 とは完全に一致 しない。 しか し、

利益 の 認識 を経済上 の発生(aGcruaDに 一歩近づ けてみ るべ きで あ る。普通回

収 の遅延 は甚だ しい ものではな く、 また取引活動の一年後 には相 当程 度 まで償

われ るで あろ う。 売 掬金 回収 の失敗によつて惹 き起 された齪酷 は、貸倒勘定 に

対 す る引当金 の設 定によつて合理 的に仕末 され る。 しか し、現実 の状態 におい

て、利益 の分配 可能 な面 での開 きは重大な ものとはな らない よ うで あ る。 それ

に もかか わ らず、 利益 の認識基準 として販売を認め るのは、 現金収 入に対 して

取立て られ るべ き法律上 の請求権 を以つて代 え、 利益 の分配可能 性の概 念 と妥

協 す るので あ る。 これが利益測定 の過程 に或程度 の合理 的処置が適用 され る場

合の一例 とみ られ る。

分配 可能 な利益概 念は、課税 利益概念の申 に相 当程 度含 まれてい る。 遂行 さ

れた取引は、租税支払のための手段 を与 えなければ な らない。 交換 の如 き取引 一

は、利益 が存在 しなければ課税利益に貢献 した もの とはみ られ ない。 租税 は分

配 可能 を実現 とい う事実 の生ず るまで繰延べ られ る。 同 じ理 由で割賦販売 、資

本 の 自然増価 、逆 の場合 として使用料 の前受、予約 申込等 の 収 入 に適 用 され

る。 課税利益 の決定 に分配可能理論 の適 用は何 らか の不均等を来 たす場合 もあ

るが、 一般的 にいつて これは健 全で且つ実際的で もあ る。 会計的 に測定 された

実現 利益が、分配可能 利益 に近い概算でなかつ たな らば、 租税 を基礎 とした分

配 可能利益 の有用性は重大 な困難を含んでい ることとな るで あろ う。

3

実現利益 の測定 において、 原価 の大部分 の ものは通常期 間費用ではあ るが、

原価 は収益 に対応 してい るもの と考 え られてい る。 伺 らか合理的処 置を行 うと

い うことは、費用 と収益 の対 応過程 に相当影響 を及 ぼ し、 したがつて また分配

可能 な利益 として決 定 され る額 も変更 され ることとな る。 現在 のよ うな繁忙 な

事情 の下 にあつては、 この ことが費用収益の測定過程 によ り一層重要 な役 割を
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果 してい る。 原価 は一般に財貨若 しくは用役 に対 して支払われ た価格で あ ると

い われてお り、 これが用語 として共通 した理 解を もたれてい る。 しか し、会 計

士 は原価 を選択的 な意味に解 し、 会計 の合理的処置 を施 すにあたつて利用 して

い る。 これは恰 も減価償 却を取替原価 に関聯せ しめ るか、或 は耐用命数法(工ife-

typeme伍od)が 償 却費 の記録 の目的のためにな され るのか、現在 、論者によつ

て主張が別かれてい るの と同じよ うに、標準原価 、 直接原価計算、基礎在高法

の利用 や 棚卸資産評価 の場合、費用 の流れに立つ論拠 の適 用 もそ の例で ある。

これ らに対す る妥 当性は次 のいずれか に求 め られ る。 まず経営 の管理機能 に役

立 た しめよ うとす るのか、或は経済的変動 の結果が、会計 の根底 に ある基本的諸

前提 と余 りに も懸け離れたため、 それ に対 し補正 を行 うとい う点に あ る。以上

によつて利益 の分配 可能性 とい う概 念が変更 を加 え られ ることとな る。 会計士

は最近 において、 容易に理解 し得 る用語 を会計上 の書類 に用 うるよ うに なつて

きてい る。 しか し、会計士が発生原価(incurredCOS七)と い う用語 を獲得項 目

に支払 われた価格以外の意味に用い る限 り、 会計上 の利益の意義 は一般的 に殆

ど理解 され ない もの とな るで あろ う。

標準原価 にあつては、 不能率に よる差異或 は時 に正 常 能 率 を超 えた差異 を

切 り離 し、 また これ らの差額 を期 間費用乃至収益 として処理す ることに よつて

経営 に役立た しめ る。畳棚卸資産 の標準原価 は真実な原価 で あ ると主張す る者 も

い る。 不能率原価 は、発生 した期 閻の収益 に対応せ しめ られ る原価で あ る。換

言すれば、不能率原価 は売上原価 の構成項 目で はない。

直 接原価計算 の場合 には、 固定費は売上原価で はな く期 間原価で あ ると主張

されてい る。 斯 る手続 は利益の変化 を生 産上の変化 よ り分離せ しめて、経営 の

決 定に役立 たしめよ うとす ることに ある。実務上で も費用財(eostgoods)の

価 値の増減 を齎 らす経済的変動か ら隔離 して 、勲 くと も棚 卸 資 産 に 関 す る限

り、 製造原価 を原価 の不変 な活動 として把握 しよ うとしてい るので あ る。 しか

も、建物 、 設備 の固定項 目は可変項 目と共に生産 目的 のために必要で あ り、 ま

た固定化 され項 目の重要部分 につ いて、 会計上の処理 に選択適用が あ るに もか

か わ らず斯 る手続が とられてい るので あ る。

直 接原価 計算や標準原価が 利用 され る場合、 期 首 と期末 の棚卸高 に齎 らされ



企業利益の測定について(石 河)・-5一

る結果 の差異の範囲 内でのみ利益の測定 は修正 を うけ るので あ るが 、 斯 る変更

は費用 の賦課 をそれに よつて得 た敷果か ら分離 し、 同時 に実現利益の正確な測

定で はな く、 他 の目的 によ るところの会計手続の合理 化 によつて支持 されてい

る。

4

原価 の流 れ の論 拠 は、 利益 の測定 を特 に変 更 せ しめ よ うとす るに あ る。AIA

の会 計手 続 委員 会 の 「研 究公 報!(AmeiicanInstituteofAccountan七s:

AccσuntingResearchBulletin,No.29)に は次 の如 く述 べ て い る。 「棚 卸 資

産 のた め の原価 は 、 例 えば先 入先 出法 、平 均 法 、後 入 先 出 法 の如 き原価 要 素 の

流 れ につ いて の若干 の前 提 のい ず れか 一 つ に よつ て決 定 され て よい 。 一 つ の方

法 を選 択 す るに あ たつ て 、 企 業 は事 情 に応 じて最 も明瞭 に期 間 的利 益 を反 映 す

る方 法 に よ るべ きで あ る 一。 しか し、利 益 とは一 体 何 か。 ま た最 も明瞭 に利 益

を反 映す る方 法 を決 定す るた め の標 識(criteria)は 何 か と い うことが問 題 とな

る。

実 際 の経 験上 、 財 貨 は原価 で獲 得 され 時価 で処 分 きれ る。経 験 か らの冒険 或

は 取 引上 の見地 に立 て ば 、この両 者 の金 額 の差 は 、他 の諸 費用 を論 外 とす れ ば 、

利益 で あ る。 それ は財 を物理 的 な 洗 れ と して認 識 し、 財 の原価 は そ の流 れ の過

程 を通 じて財 と結合 しているとみ るのであ る。 その記入に あたつて 、先入先出

法、平均法、後入先出法が利用せ られ るのは、 財 の流れ に接近せ しめる便宜的

な方法 として考 え出 され た もので ある。 これ によつて得 られた近似値は、 財 が

処分 され る状態 に最 も密接に結 びつ いてい る 分配可能利益 の測定 に寄与す ると

ころが ある。

しか し、 「研究公報 」で は次の如 く述べ ている。、「売上収益 に対応せ しめる

原価 は、 売 却 され た特 定項 目の口別原価(iden七ifiedcost)で ない場合が あ

る。殊 に同一 の財が購入 の時期 、 価 格 を異 にしてい る場合にみ られ る。……異

つ た口別 に購入 され た材料が 同質 で互換性が あるな ら、 異 つた口の同質 の原価

の使用に よつた場合の財務諸表 は最 も有益な もの とはいえないで あろ う」。 「研

究公報 」は更に述べてい る。 「この事実 は期 間利益 の測定に対 して実践的基礎
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を与 えるため、原価要素 の流れ について の若千 の仮定 の発展で あ り、また これが

一般 に認 め られ る結果 となつたので ある。 これ らの方法 は異 つた経済条件 の下

で原価 と販売価格 との間に存在す る変化 を認 めてい るので ある。斯 くして、販売

価格が再生原価 の変化 によつ て急激 な影響 を蒙つ た場合、 原価 要素 の後入先 出

によ る流れの仮定は、一層適切 な もの とな るといつて よい 。 この よ うな原価 と

売価 との関係が存 しない場合は、 先入先出法若 しくは平均法が 、 よ り適 当な も

の として利用 され る」。 これは会計処理 の合理 化 の美事 な一面 で ある。結局問

題 は次 の如 くに要約 きれ得 る。 現在認 め られて い る会計 の基本 的仮定 に基づい

て、利益が 口別 の原価 と販売価 格 との対応 としてではな く、経過 に従つて如何 に

すれ ばよ り一層正確 に測定 し得 るのか。 また販売価格が再生原価 の変化 に よつ

て急激 な影響 を蒙 る場合、 何が故 に後入先出法 の利用が よ り正確 な利益 測定 に

寄与す るのか。現実 の経験よ りも一層正確 な らしめる方 法が ほか にあるのか。

原価 の流れの理 論 の目的か らすれ ば、 棚卸資産は代替性或 は互換性 の項 目か

ら構成 されてい るとの仮定 に立つ てい る。購 入 され た財 はプール(poo1)で 購

入 され、 そのプールか ら販売 され る。それ故 、特 定 の購 入 原 価 はプール原価

(POOICOSも で、特 定 の販売原価 ではない。更 に、 収益 に対応す る原価が、販

売価格 の決 定に影響す る再生乃至取替原価 に最 も近 い とき、 利益 の測定が最善

の もの と推定 され る。 勿論、 この ことは経済的思考 の点において議 論 のあると

ころで あるが、 そ の中 に あつて原価 と変化 した販売価 格 との間の差額 は、貨幣

価値 に変化がない とすれ ば、 市場価 格 の変 化による もので あるか ら利得 乃至損

失(gainorloss)と なる。原価 の流れ の理 論の下で は口別原価(iden七ified

cost)と 収益 に対応せ しめた原価 との相違 は、 取得原価 の変化 したと きも販売

のと きも利得乃至損失 として必ず し も報 告 されない。 税 率の低減 による節約や

斯 る節約 に対す る利子 を除外すれ ば、 棚卸資産評価 のすべての方 法 は究 局にお

いて 同一 の利益 を齎 らす 。それで、 原価 の流れ の理 論は経済的 には必ず し も妥

当な方法ではないが 、 実態に一致 させ よ うとすれば財 の物理 的な流れ の前提 の

もとに記帖 さるべ き筈 の利得 や損失 の認識 を変更 させ 、 またそれ によつて利益

の認識 を円滑 な らしめ るとい うことにな る。 期間的に報告 され た金額 として の

利益 は、それ によつてよ り正確 、 有敷 に測定 され るとい うことは論議 の対象 と
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な る ことを免 れ な い。 在庫 の価 額が 、 報 告 され若 し くは将 来 報 告 され るべ き会

計上 測 定 され た利益 に よつ て影 響 され る場 合 には 、 確 か に株式 の売 買 者 は そ の

証 券 の保有 に つい て不均 等 な価 額 を支 払 い 、また は受 取 る とい う結果 にな る。原

価 の流れ の方 法 の うち後 入先 出 法 と基 礎 在高 法 とは、 分 配 可能 利益 とい う点 か

らすれ ばそれ か ら可成 り懸 け離 れ て い る こと とな る。 とい うのは、 口別 の原価

と実 際 に収益 に賦課 させ た原価 との間 のギ ヤ 。プ は この場 合 最 も大 きい か らで

あ る。現 在 は後 入 先 出 法 乃至低 価 法(eos七 〇rmarke七,whicheverislower
な

method)の 採用 が 推 奨 され て お り、利益 を分配 可能 な もの とみ る見 解 が改 め ら

れ つつ あ る。

現 実 に おいて 経 験 され て い るの は実 際 の財 の流 れ で あ るか ら、 原 価 は実 際 の

財 か らか け離れ た対 価(considera七ions)と して の流れ で は ない と して 原価 の

流 れ の理 論 を排 除 す る者 もあ るか も知 れ な い 。 しか し、そ れ は む しろ原 価 の流

れ を会 計処 理 の合理 化 の一形 態 と して み る ので あ る。 これ は必 ず し も主 観 的判

断 とは無 関係 とはい えな い 。 実 際 の財 の流 れ を原価 の流 れ の理 論 に移 ず場 合 、

現 実 の物 理 的 な経 験 か ら離 れ 、 また それ とは別 な、 全 く異種 の 利 益 測 定(an

en七irelydifferen七breedofincomomeasurement)が な され る こと とな る。

5

次 に評価 と して低価 法 の利用 を支持す るため、 現 在 と られてい る合理的 な処

置 についてみ る。 貸借対照表 に究局 の目標 をお くものか らみれば、低価 法は評

価 の保守的方法 として支持 され る。 しか し、損益計算書 に重点 をおけば、保守

主義へ の訴えはその敷果 を殆 ど失 う。 低価主義 は期 首 と期末 の棚卸資産 に反対

の作用 をみとめるので、取得原価で一貫す る場合 と違つて、或一営業年度 の測定

利益 は実際に多 くな る場合が ある。 低価主義が合理的処置 と して莱持 されてい

るのは、棚卸資産 の敷用 とい う点 に前提 をおいてい るとみ られ るので ある。AIA

の 「研究公報」(AIA:AccountingResearchBulletin,No29)に よれば 「棚

卸資産 の価 格決定 について原価主義か らの離 脱は 、 財 の有用性が最早取得 した

時 と同 じでない場合 に要求(選 択すべ きでない ことに留意)さ れ る。」 とし、

更 に 「時価(market)な る用語は棚卸 日におけ る敷用 を指示す る ものと解釈せ



一8一 商 学 討 究 第6巻 第1号

らるべ きで ある。……」 と述べ られてい る。 換言すれば、棚卸資産の有用性が

低 下 した とき、時価で評価 せ らるべ しとす るので ある。 「研 究 公 報 」に は 特

に棚卸資産 の有用性な る用語 の意 味を述べてい ないが、 販売 によ る正常利益 を

実現せ しめ る企業の能力 と推定 され る。 販売価 格 に相応 した棚卸資産価格 の低

減 を前提 として、 棚卸資産 の取替価格が低下 したと き棚卸資産 に潜在 してい る

利益 も減少 す る ものとしてい る。 それ故 、価格低下が生 じた営業年度 の収益に

対 して調整が なされなければな らない。 その結果、棚卸資産が売却 された年度

には正常 な利益 の報 告が可能 とな るで あろ う。

会計上 のル ールが論理的帰結 に従 うもの とすれば、 甚だ しく異常 な状態は別

として、棚卸資産 の売却か らは損失 を生 む ことが ない とい うことになる。 損 失

とい うものは、 獲 得 と処分 とが同一期 間 に行われ る財 の販売か らのみ生 ず るの

で ある。棚卸資産 の評価 に伝統 的に利用 されて いる低価法 を、 この よ うに理 論

づけす るのは損益計算 の観点 に調 和せ しめてい る もの とい うべ きで ある。 棚卸

資産 の時価低 落の記入は、 利益 を分配 可能 な もの とみ る解釈 を修正す るだめに

なされ る。利益 の認識 の基準は、 閉鎖 された冒険事業 の経験 よ りはむしろ経済

上 の順応主義(economicopportunism)に よつて形成 されてい る。

また棚卸資産 の時価 の低 落は、 新 たに品質低下(physicalde七eriora七ion)、

減耗(damage)、 陳腐化(obsoleSGence)と に分 け られる。 この三つの ものに

つ いて は財 の物理 的乃至経済的 性質 の変化 を現 わ して いる。 物理的 な変化 に対

して 利益測定 を修正す ることは 、 実際 の財 の流 れの理 論 と一致す る。すなわち

そ の変化 の生 じた後に、いままで よ りも少い実物 の流れが あるか らで ある。 陳

腐 化 は財 の経済的性質 を変化せ しめ るところの もので あるが、 低下 した時価 の

認 識 は原 価 の流れの理論 と一致 して い る。 低下 した原価 は販売価 格に影響 す る

時価 に一層 ふ さわ しい もの となるか らで ある。

6

会計上の合理的な処理はまた、 減価償却手続 の修正 を擁護す る議 論 として現

われた。それは収益 に賦課 され る償 却額 を修正す るために 後 入先 出 法(LIFO

me七hod)が 展開 さるべ きで あるとす る。 すなわち、 減 価 償 却は取得原価で
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な く、取替原価(replaGemeateost)を 基礎 としなければな らない う主張で あ

る。 しか し、提起 された変更 を採 り入れ ることには多 くの難点が ある。 余 り頻

繁 に行われない固定資産の取替は、 却つて承認 されて いる後入先出法の展開 を

よ り一層困難 な ものにす る。 償 却費を取得原価で はな く取替原価 に関係せ しめ

る ことは、 現 在の状態の下 において或場合には増加 した富が利益 として報 告す

る必要な くして獲得 された ことを意味す る結果 とな る。 これを行 えば実現利益

は過小表示 され、 したがつて秘密積立金 を生 ぜ しむ ることとな り、 それ故 、分

配 可能 とい う見地 による利益 はそれに応 じて修正 され ることになる。

継続企業 の公 準goingconcempostulate)若 し くは 企業永続性 の原 則

(principleofper皿anence)を 唱 える者は、往 々減 価 償 却は取替原価 を基礎

とす る論拠 を支持す る。 この論拠 として例 えば次の如 きものをあげ ることがで

き る。 もしも取替原価 によ らなければ

(1}資本財 の取替を 目的 とす るところの購買力が個人的 消費 のために分配 され

る。(2}収益 の減少 に もかかわ らず高率 の課税 は結果 として部分的 には資本課税

(capitallevy)の かたちで行 われ る。(3)追加資本 によ らないで費消資本が補充

(取 替)さ れ うる企業継続 の期待 に対 して権 利を もつ ところの企業資本 の醇 出者

は その資本 の不当 な消滅(資 本 の食潰 し)を 見出す にいた るか らで ある。(平

栗 政吉氏、会計利益 と実質 利益の問題一 会計第65巻 第3号)

要す るに、 利益が存在す る以前 に収益 はそれに応 じて費消 された資産 の取替

の ための手段 を提供 しなければな らない とい う主張で あ る。 取替原価 が増加す

るとき、それに応 じて償却費 も増加せ しめ られなければな らない。 利益はそれ

故 相対的 に発生 した原価 の控除後 の残余 として の超過額 ではな く、 手許資産維

持 の手段が まず獲得 され、 その後の残余 としての超過額 と解す ることが必要 と

な る。新規す なわち取替資産が 、 数量的には増加 のない もの として、処分資産

よ りも高 い価 値の もので あ る限 り、 その事実 を利益 として報 告す る必要 な くし

て収益 は 企 業 を 富 裕 な らしめ うることと な る。 償 却費が取 得 原 価 を 基 礎 と

す るときは、増 大 し た 取 替価 値 はそれが収益 に反映 きれて い る限 り、 普通 に

と りあげ られ、慣行 として承認 きれて い る実現 した営業 利 益 の 含 蓄 的 な部分

(implicitfactor)と して報 告 され る。 この金額 を切 り離 して資本利得 とす る



一10一 商 学 討 究 第6巻 第1号

こと も考 えられ るし、 何 らかの方法で利益 として報 告すべ きで あ るとい う者 も

ある。 ゴーイング ・コンサ ーン概 念に適用 きれ る合理的処置では、 この事実 の

達成 をきまた ぐべ きで はない とす る。 斯 る利得(ま たは損 失)は 勘 くとも分配

可能利益 の計算上 におけ る含蓄 的要素で あ る。

これ と同 じ種 類の思考が、 棚卸資産の評価 に関連 した議 論のなか に現 われて

い る。L工FO法 において現実に実現 した利益 が、 と きには報 告で きず、それに

よつて秘密積立金が会計 に導入 され うるよ うな結果 とな る。

7

また例 えば継続、各種 の訂正、 その他同種 の項 目にっ いて収益 に対す る期 間

的 な賦課 との関係 において、 合理的処置が利益 の分配可能 な見解 の修正 を妥 当

な らしめるために用 い られ る。

利益測定 について の便宜的 な且つ重要でない修正 は、 それをなすにあたつて

実 利性 を基準に して行わない こともある。 実践的 な事柄 として、正確 な費用配

分を行 うことが不可能で あ りまた 多 くの場合 に費用が余 り嵩んで実際 に行い得

ない ことが屡 々ある。 それ故 、理論的 な要求 に或程度背いて も、結果 として得

た数字が最高 目的 に適つ てい るとい うこ とで ある。 勿論、便宜性 と非重要性 に

もとつ く処 置は、 合理的 な限界 を超 えて拡大せ られてはな らない こ とが肝要 で

ある。また、 目的のためには これ らの限界 は他の ものよ り一層狭 く制限せ らる

べ きで ある。 しか し、原価 の流れの理論 と減価償却は取替原価 に基づ くべ きで

あるとの理論 は、 違つ た性質 の もので、現 在の思考方法 にあつては異つた説 明

が 両者 の存在 を明 らかにす るために求 め られなければな らない。

AIAの 「研究公報 」(AIA:Accoun七ingResearchBulletin,No.1)に は

会社 の会計 は 企業 の会社組織 の作用 の一形態 として認 め らるべ き もので あ り、

「会社組織 の利用 と会社が うけ るべ き統制は、 その時々による変化 を免 れ得 な

い。最近の四、 五十年 において、会社組織 の作用にみ られ る顕著 な変化 は、 巨

大 にして複雑 な、 また多少 と も永続性 を帯 びた企業の所有関係 を融通性が あ り

しか も容易 に転換 し得 る形態 に変 える目的で の組織 の利用が増加 しつつ ある。」

「この発展 は法律 と会計の作用 の必然的 な利用 とな り、それ は新 たな統制 を生み
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出 し・法律の改正 と会計手続 の反省 を生ぜ しめ る結果 となつた。」 「研罪公報 」

は更 に次 の如 く述べ℃い る。r会 計 の領域 の拡大の結果、 継続 して株主 となつ

てい る者 の立場 よ りは 企業の株式 の市場 において の現 在の売買者の立 場が よ り

一層考慮 され るよ うになつて きた。 この変化の重大性は未だ充分に認識 されて

いない ・…、しか し実際に行 われている限 り、会計 は当然 それ に注意 を払わな け

ればな らない。」換言す れば、分配 可能で実現 の見解に立 つ利 益 は 修 正 を 要 求

され、 またそれ故 に修正 を受 けつつ ある。

会計 は目的概 念で ある。 しか も多数の 目的が存在 してい る。 したがつ て、・こ

れ らの目的 は同種 の資料の保有 によつ て 必ず し も均 等に役立 ち得 る もので はな

い。 目的 は手段が判断 きれ る標識 として と られ る。 それ故、伝統 はそ の統制 力

の一部 を失 い、また会計 の論理的な基礎的な分析が重要性 を もつにいた る。 こ

れ につい ては、 さ きに述べ た会計 の合理的処置の若干 の ものにつ いて説 明をな

した ところで ある。それ らは目的 の変化 によつて種 々な形態 をとる。

永い期 間に亘って 承 認 され た 会 計 は、 取 引上 決 定 きれ た 資 産 と請 求 権

・(equi七ies〕 との歴史的関係 を示 す もの と考 えられ、また利益 も取 引上完 了せ ら

れ た経験 の手段 を通 じて獲 得せ られ る もの と考 えられていた。 この手続 は引続

いて の継続 的な所有者 に とつて役立つ もの と思われていた。 しか し取 引上 の経

験 と並行 して経済的価値経験が あ り、 この両者 の間に屡 々可成 りの懸 隔が存在

してい る。

経済的価値経験 と経済的価値状態 とは、歴 史的な取引経験 よ りも、 経営 の諸

決定、 市場におけ る現在の株式 の売買者(す な わち変動せ る所有関係)、 価格

の決定 、資金 借入 の諸 目的 にとつてはるかに重大で ある。 しか し、伝統的 な歴史

的経験 の申 にと り入れ られた会計上の合理的な処置 による修正 は、 殆 どまつ た

くこれ らの諸 目的の要請 に応 え得な いで あろ う。 それ らは異つた資料 の提示 を

求 める。 合理化 された変化 によつて修正 された会計は、いずれの目的 に も十分

に役立 ち得 ないで あろ う。合理化 された修正 を と り入れ るので はな く、われわれ

を囲続す る問題 のその核心 と本質に一致す る調整 を特 になさるべ きことが、 会

計 をよ りよ き ものた らしめ るで あろ う。

附記一 これは次の論文に負 うところ大である。
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